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　１０月２６日に豊中企業人権啓発推進
員協議会（岸本賢一会長：パナホーム株
式会社）との交流会を５７名の参加で行
いました（協会１８名、企業人権協３１
名、行政８名）。
　今年は、講演の代わりに参加型学習の
体験をしていただこうと、「結婚」につ
いてのワークショップを企画しました。
ファシリテーターを協会職員（森山、松

波）が担いました。

　参加者を８グループに分けた後、「私
の彼は、サーファー」の題で、ハワイに
留学している２０才の娘が、４０才の
サーファーと結婚したいと両親と話し
合いする場面を各グループで娘役、賛
成する親役、反対する親役に分かれて
ディベートしました。結婚についての
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組みの報告を「就労支援センター」（労働
会館）から受けました。

【 （事務局）】

　　

価値観を出し合い、そこにある常識（社
会規範）に気づくための設定です。議
論したことをいくつかのグループから
発表してもらいました。反対する親と
か彼についての設定は各グループに任
せたところ、反対する親を父親、賛成
する親を母親と設定したのは７グルー
プになりました。また、彼をアメリカ
人としたのも７グループでした。こう
したことも考える材料としてまとめを
行いました。

　次は、２０００年に起きた豊中市民
による結婚差別事件を討議素材にした
「結婚差別」でした。「なぜ同和地区と
言うことで反対したのか」「どうすれ
ば、誰がいれば事件は起きなかったか」
のテーマでグループ討議を行いました。
部落と言うことで何故反対するのか。
その不合理なことやそのことによって
人はどのように傷つくのか。周りにい
る人はどうすればいいのか。はじめの
「サーファー」で話し合ったことと結婚
差別の時に話し合ったことがどう繋が
るのか。話し合った内容を発表しても
らい、まとめを行いました。

全体で９０分でしたが、時間が足ら
ないという意見が参加者アンケートで
も多く出ていました。十分な時間をと
れませんでしたが、おおむね好評でし
た。参加型学習の体験ということで、自
ら考え・参加する学習方法の紹介はで
きたのではないかと思います。
　つづいて、企業の取り組みの報告を
パナホーム株式会社から、行政の取り

交流会に参加するのも、ファシリテー
ター役をするのも初めてでした。説明不
足に早口が重なり、理解できずにとま
どっている方が多く見られました。まと
め役として一緒に進行してくれた松波さ
んの存在がとても大きかったです。彼女
のおかげで何とか無事に終えられたと思
います。大半の参加者がワークショップ
に参加するのは初めてだったようで、
「すごくいい経験でした」という意見や、
「正直、いまさらこんなことさせんとい
てほしいって思った」など、素直なコメ
ントが聞けました。
テーマは「結婚」で、参加者自身が問
題に気づき、答えを出していきます。聞
いてればいいだけの講演で慣れてしまっ
ている人たちにとって、ワークショップ
は時間が過ぎるのは早かったけど、少し
しんどかったかもしれません。
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の「部落地名総鑑事件」は大き
な社会問題となりました。労働省（現:
厚生労働省）は、1 9 7 7 年に「企業内同
和問題研修推進員（現：公正採用選考人
権啓発推進員）」制度を定め、一定規模
の事業所（２５人以上雇用する）に、企
業内で適正な採用選考システム等の確
立等に中心的な役割を果たす担当者を
設置することになりました。それをう
けて企業の自主的な人権啓発組織が設
置されるようになり、豊中でも 1 9 8 1 年
に設立され、部落問題をはじめとする
さまざまな人権問題の解決のためのと
りくみをおこなっています。

【 （事務局）】

この交流会を通して感じたことは、
自分自身で経験しないとわからない、
相手の痛みを理解できないまでに私も
含めて人間は落ちぶれてしまったのか、
自分のことだけで精一杯なのかな、と
いう思いでした。悲観的になっている
ワケではありません。人の心が豊か
じゃないこの時代だからこそ、参加型
学習が注目され、さまざまな手法が試
されていると思います。具体的に掘り
下げて見えてくる問題点や対立点。た
くさんのことを研修で学びました。そ
こで何かに気づく人たちがたくさんい
ると思います。私もそのうちの1 人で
す。

今回、交流会に参加された企業の
方々が、結婚に対する価値観の違いや
部落差別がいまなお続いていること、
そういったなかの何か一つでも自分の
中に受け止めて持って帰っていただけ
ていれば嬉しく思います。　
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～中川健一さんの問題提起を受けて、議論する～
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　 村がまず分かれて学校を設置しました。
以後1877年までに2～6ヶ村立でそれぞ
れ独立していきましたが、６番小学校
だけは独立した村でもない南之庄単独
でたてています。麻田村までは他の村
に比べてそんなに遠い所でもないし、
独自に学校の経費を負担する苦しさを
考えると、１番小学校に通うほうが有
利であったはずです。
　克明小学校の沿革史には「単ニ、一部
落ヲ包有スルノミニテ生徒数モ亦僅少
ナリ」とあるように、生徒の数もわずか
であったことを考えると、そこにはき
びしい差別の現実と、教育に対するム
ラの人々の熱い思いが伝わってきます。

　1881年に、6番小学校と9番小学校が
合併して轟木小学校となりました。
1888年には豊中村ができ、そのときに
轟木小学校と桜塚小学校をあわせて、
克明尋常小学校と名前を改めています。
克明という校名については「書経」の
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「克明峻徳」（克く峻徳を明らかにす）か
らとったとされていますが、他の学校
のように、なぜ地名としなかったのか
の説明はありません。
　ムラの言い伝えとして先輩から聞か
されているのは、信行寺の6番小学校で
教鞭をとっていた、村の年行事中西権
右門の子中西克明（文久3年生まれ、長
崎にて蘭学を修め医者となり明治30年
没）の名前からとったものだというこ
とです。
　1918年大阪府救済課が、府内の被差
別部落の実態を調査し、「部落台帳」と
してまとめています。教育のようすで
は「特設学校ナシ、豊中村小学校ニ於テ
　混合教育ヲナス。当教師中之ヲ侮蔑
スル者モ、アル模様ナリ」とあり、注目
すべきは「混合教育」という差別的なこ
とばと、克明小学校の教師の中に、ムラ
の子どもを侮蔑・差別するものがある
と記されていることです。当時の克明

小学校における差別的な状況を表して
います。
　就学では80％、出席は50％とあり、子
どもたちが学校に行きにくかったこと
がわかります。ムラの人たちの学業程
度については、80％以上の人が無学で
あるとかかれています。学ある人も76
％以上の人が小学校卒業程度となって
います。

　市同促を結成した当時の克明小学校
や第五中学校は、市内における進学校
として校区外の児童生徒の越境通学受
け入れ校でした。そこではムラの子ど
もたちは必然的に切り捨てられていま
した。わずかに一部の先生方が、個人的
に献身的な取り組みをされているだけ
でした。学校総体の取り組みになるの
は、同対審答申、そしてムラの人たちに
よる主体的な解放運動の立ち上がりを
待たなければなりませんでした。　　
　　　　　　　　　　　　　　　

　人権文化のまちづくり講座

◆参加無料

　人権問題学習講座⑤
　 さん
　◆ 12月 15日 (木 )午後 7時 15分
　◆蛍池人権まちづくりセンター　◆参加無料

＊:＊:＊:＊:＊:＊:＊:＊:＊:＊:＊:＊:＊:＊:＊
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「「「「「特特特特特別別別別別措措措措措置置置置置法法法法法時時時時時代代代代代ののののの後後後後後半半半半半期期期期期ににににに身身身身身ををををを置置置置置いいいいいててててて」」」」」
【大源文造】

“解放”（解放同盟豊中支部機関誌）のこのコーナーについては、以前から知っ
ていましたし、一通りは読んでいました。ただ、私に順番が回るなんて、正
直言って思ってもいませんでした。確か、第 3 回「人権サロン」に対する重本
洋輔さんの感想文からスタートして、さまざまな方が「部落差別をみつめる」
をテーマに思いや考え、さらには、ご自身の振り返りなどが綴られる中で、少
しでも部落問題の解決に向けて、なにかを伝えあい、気づきあえるような、そ
んな人から人へのバトンタッチとして連載されており、佐々木さんのコメン
トも含めて、これまで興味深く拝見してきました。
　さて、部落差別をどのようにみつめてきたのか、ということについてです
が、私自身の簡単な自己紹介とあわせて、これまでの振り返りをする中で、少
し整理してみたいと思います。
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現在の「人権企画課」 

13



 

14

1994年から2003年ま
での差別事象をまと
めてあります。
（５００円）



私が同和対策課で勤務した 15 年間
は、特別措置法時代といわれた 33年間
の丁度後半期（正確にいうと特別措置
法時代の後半14年と法が失効してから
の１年で合計 15年です。）でもありま
す。同和対策事業が進められ、地区の状
況もかつてのような厳しい状況は改善
されていく中で、事業を整理・縮小して
いった時代なんです。また一方では、心
理的差別の解消に向けて、それまでの
ハード中心から啓発や教育などのソフ
トへと転換の時代ともいわれました。

法にもとづいて各種の事業を実施し、
目に見えて成果はあがっていったし、
実際、私もかつての状況は写真でしか
知りませんでしたから、表面上だけを
見ますと、問題は解決したかのように
思われました。そんなことから、「部落
問題は、もう解決したのになにをして
いるの」といった質問を投げかけられ
たことも、しばしばありました。　　　
私はこうした時代の中で、一方では
先ほどの差別落書だけではなく、結婚
差別、身元調査、差別電話、数え切れな
いぐらいの差別事象に直面してきまし
た。今でも、一つひとつの差別事象につ
いて、目を閉じるとその時の情景やか
かわった人の様子を、はっきり思い浮

課の職員として、15年間、そうした事実
かべることができます。私は同和対策
にかかわってきました、ある意味で生
き証人だと思っています。

部落問題を解決しようとする、多く
の人びとの努力にもかかわらず、何故、
部落差別がなくならないのか、伊丹支
部の女性が言われた問題の本質とは一
体何なのか、今もって明解な答えは持
ち合わせていません。
ただ、私はこの 15年の間に、実に多
くの人びとと出会いました。バトンを
受けた寺本さんも、その中のお一人で
す。差別や人権の問題をともに考え、差
別のない社会をつくるために、それぞ
れがさまざまな課題や悩みを抱えなが
らも、一人ひとりがまず身近なことか
ら…。お一人お一人から、勇気や元気を
一杯いただきました。

ある方が、こんな出会いを“志の縁”
としてその絆の輪を広げることが、差
別のない社会への近道ではないかと言
われました。
今、その言葉をあらためて噛みしめ
ています。

◆参加無料
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　何の脈絡もありませんが､ いま心をうきう
きさせてくれるものの一つと､ 一人です｡
　映画､ コンサート､ 演劇などの案内が金曜
日の夕刊にどっと載ります｡ これをひとつひ
とつ丁寧に見ていくのが楽しみです｡ 本屋さ
んでなんとなく本を見ていて､ ｢やった…｣
と買い求める楽しみと一緒です｡ カネとヒマ
があれば (特にカネですが…) ｢見たい｣ ｢聴
きたい｣ ものはいっぱいあります｡ 映画では
メジャー系ばかりでなく､ アート系､ 例えば､
シネ・ヌーヴォ､ 第七芸術劇場 (12月 17日
再々開？)シネ・フェスタ､ そしてホクテン
座までの上映がわかります｡

　『12人の優しい日本人』(三谷幸喜演出) は
｢絶対確保するんだ！｣ という気迫が足りず
涙を飲みましたが､ 『歌わせたい男たち』(永
井愛演出)､ 『メアリースチュアート』(宮本
亜門演出)､ 寺井尚子 (ジャズバイオリン)､
小沢昭一 (語りとハーモニカ)､ そして木村
充揮 (元憂歌団) の 30周年ライブにも出会
うことができたのです｡ これはもうたまりま
せん｡ 深夜のＴＶのドキュメンタリーや映画
で ｢やったーもうけ…｣ という作品に出会う
のとも一緒で､ ｢金曜日の夕刊｣ は私にとっ
ての ｢玉手箱｣ です｡
　この一年映画を何本見ましたか｡ そのうち
日本映画は何本ですか｡ 映画館は減り､ スク
リーンは増えるという中､ アート系には厳し
い状況が続いているようです｡ ｢小品｣ と呼
ばれる日本映画も見てください｡ ｢やったー｣
と思えるものに出会えますよ｡ それこそ金曜
日の夕刊で探してください｡

　オダギリジョー､ 見たり､ 聴いたりしたこ
とはあるでしょう｡ ことし上映された日本映

画で一番出演回数が多い俳優ではないでしょ
うか｡ 『パッチギ』(井筒和幸監督)､ 『イン・
ザ・プール』(三木聡監督)､ 『オペレッタ狸
御殿』(鈴木清順監督)､ 『ＳＨＩＮＯＢＩ』(下
山天監督)､ 『スクラップ・ヘブン』(李相日
監督) そして 『メゾン・ド・ヒミコ』(犬童
一心監督) という作品が並びます｡ ６作品も
すごいことですが､ ６監督が指名したという
ことは､ どえらいすごいことです｡

　オダギリジョーに出会ったのは､ ＴＶのワ
イドショーの芸能ニュース以外では､ 04年の
『この世の外へ クラブ進駐軍』(阪本順治監督)
でした｡ スクリーンで見たのは３本ですが魅
せられています｡ 『血と骨』(崔洋一監督､ 04
年) でのビートたけしとの格闘シーンをはじ
めとするカラミよりも､ 『メゾン・ド・ヒミ
コ』（下の写真）での､ 白のカッターシャツ､
黒のズボンというシンプルな姿での静かなお
さえた方が好きです｡
　 ｢ゲイのための老人ホーム｣ メゾン・ド・
ヒミコが舞台のこの映画は､ キャストがそれ
ぞれ絶品です｡ うまいです｡ 笑えます｡ 泣け
ます｡ ホッとします｡ 柴咲コウもいいですが､
舞踊家､ 田中泯に出会えます｡
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文部科学省は、「人権教育のための指導方法等の在り方について［第二次とりまとめ］」案を
発表し、これに対するパブリックコメントを１０月２６日（水曜日）～１１月１８日（金曜
日）のあいだに募集している。このニュースが発行される時には、すでに募集は締め切られ
ているだろうが、できれば、下記のサイトをご覧いただきたい。

http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2005/05102502.htm
http://www.tcct.zaq.ne.jp/jinken/ の「資料室」

１０月２６日、人権問題・人権教育にとり組んでいる仲間メールから、上記の情報が届け
られた。続いて、別の仲間から、この[第二次とりまとめ]について意見交換をし、できれば、
パブリックコメントを出したい、という連絡をいただいた。急遽、11月６日に会合がもたれ
た。実に、２８名の参加であった。おふたりの代表者の方がパブリックコメントをまとめて
くださった。そして、１６名が賛同者となった。
　今回の件は、メールでの情報網を駆使することにより、非常に敏速な対応がとられたこと
はいうまでもないが、おふたりの代表者の方々のリーダーシップと仲間からの信頼のあつさ、
連帯の力、そして、日本の人権教育がじわりじわりとおかしな方向に向かっているという危
機感がひとつになって、非常に限られた時間のなかでまとめられたという点で、特筆すべき
と言えるだろう。
　 [第二次とりまとめ]と、それにたいする私たちのパブリックコメントを、ひとりでも多く
の方々に読んでいただきたいと考え、なかまの了解のもと、転載させ
ていただく次第である。
　[第二次とりまとめ]は、一度、さらっと読むと、「結構ええやん」と
いう印象を持っても不思議はない。耳ざわりのいい言葉が並んでい
る。もっともらしいことが書かれている。たしかに、枝葉は見栄えが
いい。でも、幹の部分は、虫食いや根腐れが見える、というのが私の
印象。だれのための人権教育？　人権ってなに？　人権教育ってな
に？　と、再考するにはいいかもしれない。
　みなさんの人権感覚を研ぎ澄ませて、先入観なしに、ぜひ、じっくりと読んでみてくださ
い。

２００５年１１月１４日
代表者２名と賛同者１６名
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 　以下は、学校や地域社会において人権教育・啓発に関わる有志があつまり、標記「とりま
とめ（案）」の内容を精読し、討議し、とりまとめたパブリック・コメントです。

私たちは、全国全ての学校で、人権教育が取り組まれるよう、こうした文書が文部科学省に
よってとりまとめられることの意義はたいへん大きいと考えます。そこで、人権教育がより
有意義に学校において実践されるよう、18名の総意として、ここにパブリック･コメントを提
出します。

( 1 )( 1 )( 1 )( 1 )( 1 )「「「「「とととととりりりりりまままままとととととめめめめめ」」」」」そのものの、そのものの、そのものの、そのものの、そのものの、文書の性格について、文書の性格について、文書の性格について、文書の性格について、文書の性格について、明記してください明記してください明記してください明記してください明記してください（（（（（「「「「「はははははじじじじじめめめめめににににに」」」」」
の項において）の項において）の項において）の項において）の項において）

本「第二次とりまとめ（案）」が、今後パブリック・コメントの検討を経て、「第二次と
りまとめ」として確定した際に、この文書は①どのようなルートで、どのような機関等
に配布される予定であるのか、また、この文章は、②どのような機関（例：各教育委員
会、学校）によって、どのように活用されることが、研究会議あるいは文部科学省によっ
て期待されているのかが明確ではありません。これらをお示しください。
また、とりわけ②に関しては、「とりまとめ」に書かれていることが、《各現場が主体的
に人権教育を計画・実施する際に、「参考」にすべきことがらである》のか、《最低基準
として実施しなければならないことを示したもの》なのか、あるいは《ここに書かれて
いる以上のことを実施することを制約するもの》であるのかが、読み手にははっきり把
握できません。これを受け取った現場において解釈に混乱が生まれることが危惧されま
す。したがって、「はじめに」の項などにおいて、この文書が「どのように活用されるべ
きものなのか」について、文部科学省としての、意思表示をしていただく必要がありま
す。

( 2 )( 2 )( 2 )( 2 )( 2 )【【【【【参参参参参考考考考考】】】】】【【【【【参参参参参考考考考考例例例例例】】】】】の出典、の出典、の出典、の出典、の出典、位置づけを明記してください位置づけを明記してください位置づけを明記してください位置づけを明記してください位置づけを明記してください（（（（（「「「「「はははははじじじじじめめめめめににににに」」」」」の項などにの項などにの項などにの項などにの項などに
おいて）おいて）おいて）おいて）おいて）

とりわけ、本文書には、【参考】【参考例】が多数挿入されていますが、これらの多くは
出典が明らかでなく、《各地の実践例を単に紹介したものである》のか、《できれば現場
で実施することが推奨される事例》であるのかも、明確でありません。これら【参考】【参
考例】の出典とともに、意味するところを「はじめに」あるいは各【参考】【参考例】に
お示しください。

( 3 )(3 )(3 )(3 )(3 ) 学校が、学校が、学校が、学校が、学校が、すべての子どもの人権を保障する責務を負うこと、すべての子どもの人権を保障する責務を負うこと、すべての子どもの人権を保障する責務を負うこと、すべての子どもの人権を保障する責務を負うこと、すべての子どもの人権を保障する責務を負うこと、さまざまな立場にあるさまざまな立場にあるさまざまな立場にあるさまざまな立場にあるさまざまな立場にある
子ども、子ども、子ども、子ども、子ども、とりわけ被差別の立場にある子ども、とりわけ被差別の立場にある子ども、とりわけ被差別の立場にある子ども、とりわけ被差別の立場にある子ども、とりわけ被差別の立場にある子ども、マイノリティマイノリティマイノリティマイノリティマイノリティ
の子どもの権利の実現に取り組む責任があることを明記しての子どもの権利の実現に取り組む責任があることを明記しての子どもの権利の実現に取り組む責任があることを明記しての子どもの権利の実現に取り組む責任があることを明記しての子どもの権利の実現に取り組む責任があることを明記して
くださいくださいくださいくださいください（（（（（第第第第第１１１１１章章章章章「「「「「２２２２２．．．．．人人人人人権権権権権教教教教教育育育育育ののののの目目目目目標標標標標にににににつつつつついいいいいててててて」」」」」）））））
　本文書は、「人権教育の指導方法等の在り方」についてのと
りまとめではありますが、人権教育の目標は、人権が守られる
社会を築くことにあります。したがって、学校においても、教
育の方法論を改善するだけではなく、子どもの人権を守るため
のシステムを構築するという視点が重要です。学校には、差別
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を受けている子ども、虐待を受けているおそれのある子ども、困難な家庭生活を送る子
ども、障がいのある子ども、人種、民族、文化の異なる子どもなど、さまざまな子ども
たちが学んでいます。　　
こうした子どもたちの学習権をはじめ、人権の保障に学校が取り組むべきであるという
立場を「２．人権教育の目標について」の項に明記してください。そのことが、結果と
して人権が尊重される学校の環境を具現化し、人権を通じて教育を行う（“education

through human rights”）という、人権教育の重要な側面を実現することにもつながり
ます。

(4(4(4(4(4）））））学校教育において、学校教育において、学校教育において、学校教育において、学校教育において、子どもが人権教育の主体である、子どもが人権教育の主体である、子どもが人権教育の主体である、子どもが人権教育の主体である、子どもが人権教育の主体である、という視点を明記してくださという視点を明記してくださという視点を明記してくださという視点を明記してくださという視点を明記してくださ
いいいいい（（（（（第第第第第ⅡⅡⅡⅡⅡ章章章章章第第第第第１１１１１節節節節節１１１１１ 「「「「「学学学学学校校校校校ののののの教教教教教育育育育育活活活活活動動動動動全全全全全体体体体体ををををを通通通通通じじじじじたたたたた人人人人人権権権権権教教教教教育育育育育ののののの推推推推推進進進進進にににににつつつつついいいいいててててて」」」」」）））））
学校における人権教育の主体は子どもです。学校において人権教育を計画・実施し、ま
た、人権が守られる学校をつくるプロセスにおいて、子どもたちの参画と意見表明の場
を保障することが必要です。P.11には、「児童･生徒の意見をきちんと受け止めて聞く」と
の文言がありますが、これを、日常的な対話空間に限定するのではなく、児童・生徒の
参画と意見表明を明確に位置づけ保障するものとして、明確化してください。また、参
画と意見表明の場において、応答的な態度を育むことも、人権教育の大切な要素です。

((((( ５５５５５ )  )  )  )  )  人権を人権を人権を人権を人権を「「「「「権権権権権利利利利利主主主主主体体体体体」」」」」ととととと「「「「「権権権権権限限限限限ののののの保保保保保持持持持持者者者者者」」」」」の関係性の視点からとらえ、の関係性の視点からとらえ、の関係性の視点からとらえ、の関係性の視点からとらえ、の関係性の視点からとらえ、権限を有す権限を有す権限を有す権限を有す権限を有す
るものるものるものるものるもの（（（（（教教教教教育育育育育委委委委委員員員員員会会会会会･････学校学校学校学校学校・・・・・教師などを含む）教師などを含む）教師などを含む）教師などを含む）教師などを含む）ののののの     「「「「「責責責責責務務務務務」」」」」を明文化してください。を明文化してください。を明文化してください。を明文化してください。を明文化してください。（（（（（第第第第第
１章第１節１章第１節１章第１節１章第１節１章第１節「「「「「（（（（（３３３３３）））））人人人人人権権権権権ががががが尊尊尊尊尊重重重重重ささささされれれれれるるるるる学学学学学級級級級級経経経経経営営営営営ととととと生生生生生徒徒徒徒徒指指指指指導導導導導」」」」」、、、、、第２章第３節第２章第３節第２章第３節第２章第３節第２章第３節「「「「「学学学学学校校校校校及及及及及びびびびび
教育委員会における研修等の取り組み」教育委員会における研修等の取り組み」教育委員会における研修等の取り組み」教育委員会における研修等の取り組み」教育委員会における研修等の取り組み」第２章第２節第２章第２節第２章第２節第２章第２節第２章第２節「「「「「人人人人人権権権権権教教教教教育育育育育ののののの内内内内内容容容容容及及及及及びびびびび指指指指指導導導導導方方方方方法法法法法
等」等」等」等」等」ほか）ほか）ほか）ほか）ほか）
人権教育の目標では、“「相互に尊重しあ」い、「自分の大切さとともに他の人の大切さ
を認めること」ができるようになり、それが「さまざまな場面や状況下での具体的な態
度や行動に現れるようにすること」”であるとされていますが、人権のための「行動」の
範囲が、「私」と「あなた」という私人間に限定されたところに留められていることは、
極めて疑問です。
人びとの尊厳を守るための条件を「権利」として位置付けることにより、権限を持つ人
びとに「保護・不介入・伸長」を求めることができるようにしたところに人権の意義があ
るという正確な理解に根ざした表現にすべきです。人権は私人間のものだけでなく、人権
の主体である市民と、さまざまな場で権限を持つもの（公権力、職場の上司、教師など）
の関係を調整するためのものであることは、人権の発展の歴史を振り返れば自明のことで
す。

第二に、第１節「（３）人権が尊重される学級経営と生徒指導」や
第３節「学校及び教育委員会における研修等の取り組み」におい
て、教育委員会・学校・教師は、人権教育を推進するだけでなく、
教育という場において、人権を実現する「責務を有する」立場にあ
ることを示し、教育権の保障、差別の撤廃などにおいて、率先して
取り組むべき存在であること、とりわけ教師は学校内に差別や抑圧
の事実があれば、その要因をさぐり、解決に向けて、積極的に行動
する責務があることを明記してください。
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　第三にこの視点から、第２章第２節「人権教育の内容及び指導方法等」のP36に「例
えば、人権侵害を受けている児童生徒、経済的・社会的理由等から差別を受けたり、そう
した立場にある児童生徒の経験や思いを、学校や教職員又児童生徒が十分に受け止め、こ
れを配慮しつつ人権教育を進める必要がある」との文言がありますが、「配慮」という問
題ではなく、「学校や教職員が責任を持って解決する必要がある」と明記してください。

( 6 )( 6 )( 6 )( 6 )( 6 ) 個別具体的な課題を、個別具体的な課題を、個別具体的な課題を、個別具体的な課題を、個別具体的な課題を、「「「「「人人人人人権権権権権」」」」」の視点から学ぶことの必要性を盛り込んでくださいの視点から学ぶことの必要性を盛り込んでくださいの視点から学ぶことの必要性を盛り込んでくださいの視点から学ぶことの必要性を盛り込んでくださいの視点から学ぶことの必要性を盛り込んでください
（（（（（第第第第第２２２２２節節節節節ででででで「「「「「人人人人人権権権権権教教教教教育育育育育ののののの内内内内内容容容容容及及及及及びびびびび指指指指指導導導導導方方方方方法法法法法等等等等等」」」」」）））））

本「とりまとめ（案）」では、「はじめに」の項の末尾（注）
において、「基本計画」の内容を説明している部分以外に、個
別具体的な課題について触れられていません。｢基本計画｣にお
いて、人権学習には「普遍的アプローチ」と「個別具体的アプ
ローチ」があると位置づけられているのですから、少なくとも
「基本計画」のなかに示された女性、子ども、高齢者、障害者、
同和問題、アイヌの人びと、外国人、HIV感染者、ハンセン病
患者等、刑を終えて出所した人、犯罪被害者等、インターネッ
トによる人権侵害等に関する、具体的課題の学習が重要であることに言及してください。
しかしながら、これは単に、個別課題をとりあげればよい、ということではありませ
ん。個別課題が取り上げられたとしても、その内容が、差別を受ける当事者に対する「配
慮」を促すだけの教育であってはならないからです。
個別課題は、「人権」という基準に照らしつつとりあげられるべきこと、これらの当事
者が権利の主体として意識化され、エンパワメントすることの重要性などが、学習の中
に位置づけられなくてはなりません。したがって、子どもたちが、人権に関わる施策に
ついて、具体的にわかりやすく理解できるように取り組む必要があります。その中には、
「男女共同参画基本法」「児童虐待防止法」「DV防止法」など、差別撤廃に関わる具体的
な法律を加えてください。
　その意味で、P8に【参考】としてあげられている「人権教育を通じて育てたい資質・
能力」の図の中に、「人権侵害に悩む人々を支援しようとする意欲」という文言がありま
すが、人権侵害は、決して「悩み」という心の持ちようではありません。当事者の苦し
み、悲しみ、怒りを受け止め、人権を侵害する要因や原因を掘り下げて認識し、上記の
法律の活用を含めて、解決していく行動へとつながる意欲を生み出すものでなければな
りません。よって、この言葉は直ちに、是正してください。

(7 )(7 )(7 )(7 )(7 )｢｢｢｢｢教育の中立性教育の中立性教育の中立性教育の中立性教育の中立性｣｣｣｣｣の項にの項にの項にの項にの項に「「「「「プププププララララライイイイイバババババシシシシシーーーーー」」」」」の位置づけることの問題点についての位置づけることの問題点についての位置づけることの問題点についての位置づけることの問題点についての位置づけることの問題点について（（（（（第第第第第 I II II II II I

章第２節章第２節章第２節章第２節章第２節「「「「「( 3 )(3 )(3 )(3 )(3 ) 教教教教教育育育育育ののののの中中中中中立立立立立性性性性性ののののの確確確確確保保保保保」」」」」）））））
プライバシーは大切な権利の一つですが、「プライバシーに関することへの配慮」が「教
育の中立性の確保」という項の下に位置づけられていることは、不適切であり、改善を求
めます。
学校現場では、教職員が一人ひとりの子どもの背景を踏まえ、その子どもの直面してい
る差別や抑圧の問題を、具体的な教育課題としてとりあげることが、人権教育の出発点で
あり、求められる原点であるとも言えます。したがって、プライバシー尊重の原則を、「中
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立性確保」の項目に位置づけると、子どもの置かれている現状をふまえて、個別具体的な
人権課題を解決しようとすることが、個人情報をみだりに扱う行為と捉えられ、「中立性
をおびやかす行為である」と誤解される可能性があります。これでは、「中立性」の名の
もとに、子どもが直面する差別の現状、子どもの日々の生活の現実すら、教育の中で取り
上げることができない事態が生じてしまうことが危惧されます。
また、プライバシーの問題は、「中立性」というあいまいな概念から判断されるべきこ
とではなく、「人権」の視点からとりあげられるべき問題であることを付記いたします。し
たがって、この項が、第２節の「人権教育の内容構成」の項にあることからも、（3）の表
題は、「人権という基準に照らした教育内容の検討」とすべきだと考えます。

( 8 )( 8 )( 8 )( 8 )( 8 ) 意味のある対話のための手続きを求めます意味のある対話のための手続きを求めます意味のある対話のための手続きを求めます意味のある対話のための手続きを求めます意味のある対話のための手続きを求めます
この研究会議は、なんらかの手段によって市民社会と対話を踏まえて結論をとりまとめ
る必要があります。しかしながら、現在の方法では意味のある対話が保障されていませ
ん。議事録公開、用いた資料の公表がされなければ、私たちには結論の妥当性を確認する
こともできません。私たちの現場の経験を踏まえた意見に対して、研究会議がどのように
考えたのか示されなければ対話ともなりません。
第二に、受け取った側は全体像が把握できますが、送った側は、その他の人びとの意見
から学んだり、討議を重ねてよりよい提案内容を共につくりあげていく機会が与えられま
せん。したがって、公聴会などの場を設定し、市民が研究会議に対して質問を行ったり、
意見を述べたりする公開の議論の場を設けることが何よりも重要であるはずです。
具体的には次の３点を求めます。

１．１．１．１．１．文部省文部省文部省文部省文部省・・・・・研究会議委員によるパブリック研究会議委員によるパブリック研究会議委員によるパブリック研究会議委員によるパブリック研究会議委員によるパブリック･････ コメントを踏まえた公聴会の実施コメントを踏まえた公聴会の実施コメントを踏まえた公聴会の実施コメントを踏まえた公聴会の実施コメントを踏まえた公聴会の実施
研究会議へのコメントを踏まえてどのような結論に至ったのか、公開の場で市民との意見
交換を行い、今後の取りまとめに反映していただきたい。このさい、地方での開催も考え
られたい。

２．２．２．２．２．パブリックパブリックパブリックパブリックパブリック･････ コメントの内容と文部省コメントの内容と文部省コメントの内容と文部省コメントの内容と文部省コメントの内容と文部省・・・・・研究会議の対応の根拠の明示研究会議の対応の根拠の明示研究会議の対応の根拠の明示研究会議の対応の根拠の明示研究会議の対応の根拠の明示
とりまとめられたパブリック・コメントの内容は、「意見そのもの」だけでなく、「その根
拠」に関する記述とともに公開し、採用・非採用等の研究会議の対応をその根拠とともに
示されたい。

３．３．３．３．３．研究会議の公開研究会議の公開研究会議の公開研究会議の公開研究会議の公開・・・・・議事録の公表議事録の公表議事録の公表議事録の公表議事録の公表
討議の透明性を確保するため、今後の研究会議については、公開とし、議事録も公表され
たい。

以上

/ シリーズ「部落問題はどのように伝えられているか？」

さん
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1

　　　　　　　　

　【 （事務局）】
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「保育教育協議会」では、子どもたち
に部落問題をどう伝えるか？学校にお
ける部落問題学習をどうつくるか？を
テーマにこの間、話し合いやとりくみ
をすすめてきましたが、11 月には二つ
のあつまりをもちました。

　9日には大阪府人権教育研究協議会の
酒井さんを招いて「部落問題学習をど
うつくるのか」というテーマでの学習
会をおこない、府内でのとりくみを聞
きました。そのなかで、部落問題学習は
差別意識がある限り続ける。地域の実
態を知り、一人ひとりの思いを聞くこ
とが大事で、学校だから聞けること・で
きることがある。知識はそれとして必
要だが、それだけで終わると逆差別に
なるから、人との出会いをつくり、重ね
ていくことが大事だ。子どもの思いを
裏切らず、子どもを仲立ちにして親同
士をつないでいく…といったことが強
調されました。

　酒井さんが話された地域の状況は豊
中とはちがい、そのままあてはめるこ
とはできませんが、生活共同体として
のつながりが弱くなり、子どもが少な
くなり、「解放子ども会」が解体するな
かで子どもも親もつながれないといっ
た豊中の状況を前にして、いつまでも
足踏みをしているわけにはいかないな

あと思いました。そして、子どもたちが
部落問題を前にして揺れるときに、子
どもたちのそばにいて支えになれる親・
地域でありたいと痛感しました。

　また15日には、今年の全同教大会（11/
26~28、宮崎市）で第五中学校が昨年の
一年生のとりくみ（寺本知さんをとり
あげた芝居など）を報告しましたが、そ
のリハーサルをかねた報告会をもちま
した。かつては五中でも部落問題学習
で地域の人のききとりがとりくまれて
いましたが、状況の変化や人の入れ替
わりなどもあって、ここ 10年ほど地域
とのつながりがもてないままでした。
それが、この間の「保育教育協議会」の
動きのなかでこの芝居のとりくみにつ
ながり、子どもはもちろん、地域や校区
のいろんな人たちが出会い、つながっ
ていきました。

　「保育教育協議会」のとりくみは、ま
だまだ「答えさがし」の途上にあります
が、こうした活動が部落問題や人権教
育への関心の広がり、理解の深まりを
もたらし、次の一歩につながるよう学
校・保育所・児童館・保護者・地域の力
をあわせていきたいと思います。

【 （事務局）】
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12 月５日 (月) ～  ９日 (金)13 時～ 17 時　蛍池人権まちづくりセンター
12 月６日 (火) ～ 10 日 (土)13 時～ 17 時　豊中人権まちづくりセンター
　●同和問題をはじめ人権にかかわる問題について、相談に応じます。

■部落問題の解決が国の責務であり、国民的
課題であるとした「内閣同和対策審議会答
申」が出されて40 年が過ぎました。この間、
さまざまな分野・レベルにおいて問題解決へ
のとりくみが重ねられた結果、かつてのよう
に「焦眉の急を要する」問題との認識は薄れ
ました。■これまでの成果をふまえ、さらに
前に進まねばなりませんが、他方では手放し
では喜べない現実があることもみておかなく
てはなりません。■その一つが、引っ越しや
不動産の購入に際して、同和地区の所在を尋
ねる事例が頻発していることです。そこが同
和地区であれば避けたいという、あからさま

な差別意識に基づく行為なのですが、当事者
の多くにその自覚がないことに驚かされます。
■40 年間、見落としていたこと・できていな
いことの一つがそこにあるのかもしれません。
「差別の現実に学ぶ」ということを改めて肝に
銘じたいと思います。■悲痛な事件・事故、ア
スベスト被害や耐震設計偽造、新型インフル
エンザの脅威など、安定や安心・信頼を揺る
がす出来事が相次いでいます。命やくらしが
危機にさらされることは、人権の危機でもあ
りますが、そこには人間社会のゆがみが映し
出されているように思います。自戒と自愛、そ
れに他愛が必要かと思う次第です。
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